
ひ
ょ
う
ご
情
報
公
園
都
市
第
2
期

産
業
団
地
整
備
に
関
す
る
実
施
協
定
書
を
締
結

お知らせ「
ひ
ょ
う
ご
情
報
公
園
都
市
第
2
期
」は

公
民
連
携（
県・市・民
間
）に
よ
る
産
業
団

地
化
を
進
め
る
こ
と
と
し
、兵
庫
県
企
業

庁
と
令
和
7
年
3
月
に
整
備
に
関
す
る
基

本
合
意
書
を
締
結
し
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、県
と
市
、民
間
企
業
の
役

割
分
担
に
つ
い
て
定
め
た
実
施
協
定
書
を

締
結
し
ま
し
た
。

▼
実
施
協
定
書
締
結
日

1
月
15
日
㈭

▼
主
な
役
割
分
担

県
：
産
業
団
地
整
備
に
係
る
用
地
提
供・

総
合
調
整

市
：
開
発
区
域
外
の
上
下
水
道
や
道
路

な
ど
の
整
備

な
ど

民
間
：
開
発
区
域
内
の
造
成
、下
水
道
、

道
路
、公
園
な
ど
の
整
備

な
ど

問
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
課

4
月
1
日
か
ら
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
が
施
行
さ
れ
ま
す
。
自
転
車
の
一
定
の
交
通
違

反
に
対
し
て
、交
通
反
則
通
告
制
度（
青
切
符
）が
適

用
さ
れ
、反
則
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、酒
酔
い
運
転
・
酒
気
帯
び
運
転
、妨
害
運
転

と
い
っ
た
違
反
は
、こ
れ
ま
で
通
り「
赤
切
符
」を
用

い
た
刑
事
手
続
き
に
な
り
ま
す
。
自
転
車
の
交
通

ル
ー
ル
を
遵
守
し
て
交
通
事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う
に

気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象
者

16
歳
以
上

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問  

三
木
警
察
署
交
通
課

☎
8
2ｰ

0
1
1
0

4
月
か
ら
自
転
車
の
交
通

違
反
に
反
則
金
が
導
入

反則金あ
ぜ
焼
き
を
行
う
際
は
、3
日
前
ま
で

に
消
防
署
へ「
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙

等
又
は
火
炎
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
の
届
出
書
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

▼
あ
ぜ
焼
き
を
す
る
際
の
注
意
事
項

·
作
業
は
絶
対
に
一
人
で
実
施
せ
ず
、

地
区
単
位
な
ど
に
よ
り
共
同
で
実
施

す
る

·
風
下
か
ら
少
し
ず
つ
行
う

·
す
ぐ
消
火
で
き
る
よ
う
に
、山
林
や

民
家
に
近
い
と
こ
ろ
は
刈
分
け
を
実

施
し
、事
前
に
水
を
か
け
る

·
付
近
住
民
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う

に
行
い
、風
の
強
い
日
は
中
止
す
る

▼
林
野
火
災
注
意
報
・
警
報
が
発
令
さ
れ

た
場
合
の
対
応

【
林
野
火
災
注
意
報
】

火
の
使
用
が
努
力
義
務
と
し
て
制

限
さ
れ
ま
す
の
で
、あ
ぜ
焼
き
は
控

え
て
く
だ
さ
い
。

【
林
野
火
災
警
報
】

　
　

火
の
使
用
が
制
限
さ
れ
、あ
ぜ
焼

き
を
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

林
野
火
災
注
意
報
・
警
報
の
発
令
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、防
災
メ
ー
ル
、災
害
案

内
ダ
イ
ヤ
ル（
自
動
音
声
8
2ｰ

7
3
1
0
・

8
2ｰ

7
3
1
1
）の
ほ
か
、各
市
立
公
民

館
や
消
防
署
へ
の
問
い
合
わ
せ
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
ま
た
、消
防
車
で
の
巡
回
広

報
も
実
施
し
ま
す
。

問
(市)
消
防
署
警
防
課

☎
8
9ｰ

0
1
7
2

消防

あ
ぜ
焼
き
を
す
る
際
は
届
出
を

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
介
護
職
員
の
定

着
支
援
と
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
た
め
、

介
護
福
祉
士
資
格
の
取
得
に
要
す
る
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が
定
め

る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

·
市
内
の
介
護
保
険
事
業
所
に
勤
務

し
、今
後
も
同
事
業
所
で
継
続
し
て

（
3
年
以
上
）働
く
意
思
が
あ
る

·
過
去
に
同
様
の
助
成
を
受
け
て
い
な

い

な
ど

▼
助
成
額

受
験
手
数
料（
1
月
25
日
実

施
分
）お
よ
び
実
務
者
研
修
受
講
料
を

合
算
し
た
額
の
2
分
の
1
に
相
当
す
る

額（
上
限
10
万
円・千
円
未
満
切
捨
て
）

▼
申
請
期
間

2
月
2
日
㈪
〜
27
日
㈮

▼
申
請
方
法

電
子
申
請
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
様
式
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、窓
口
ま
た
は
郵
送
で
提
出
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
(市)
介
護
保
険
課
事
業
管
理
係

助成

介
護
職
員
の
継
続
し
た
就
労
を
支
援

▲ホームページ
　はこちら

令
和
7
年
6
月
か
ら
実
施
し
て
い
る

「
生
ご
み
処
理
機
等
購
入
補
助
金
」の
申
請

は
、２
月
27
日
㈮
で
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

対
象
の
生
ご
み
処
理
機
や
コ
ン
ポ
ス
ト

を
購
入
し
た
方
は
、期
限
ま
で
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限

2
月
27
日
㈮
必
着

▼
対
象

令
和
7
年
6
月
1
日
㈰
〜
12
月

31
日
㈬
ま
で
に
購
入
し
て
い
る
も
の

問・申
請
(市)
環
境
政
策
課
生
活
環
境
係

補助金

生
ご
み
処
理
機
等
購
入
補
助
金（
最
大
3
万
円
）

申
請
は
２
月
27
日
㈮
ま
で
に

違反行為 反則金

携帯電話の使用など 12,000円

一時不停止 5,000円

イヤホンの使用 5,000円

並進 3,000円

<表>対象となる違反行為の代表例

▲ 兵庫県警察
ホームページ

▲ ホームページ
はこちら

▲ ホームページ
はこちら

▲ ホームページ
はこちら

みっきぃナビみっきぃナビ

相　
　
談

人
権
の
目

募
集
・
採
用

教
室
・
講
座

健　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

教
室
・
講
座

子
育
て

施　
　
設
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